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近畿救急医学研究会会則 

第１章   総則  

［名称］ 

第１条 本会は、近畿救急医学研究会（日本救急医学会近畿地方会）と称する。 

［事務局］ 

第２条 本会の事務局は、「大阪市住吉区万代東三丁目１番５６号、大阪急性期・総合医療センター 救急診療科」に置く。 

第２章   目的及び事業 

［目的］ 

第３条 本会は近畿地方における救急医療の普及、 発展および研究に貢献することを目的とする。 

［事業］ 

第４条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

（１）学術集会の開催 

（２）救急医療関連事項の調査 

（３）前各号の研究調査結果の記録 

（４）機関誌等学術刊行物の発行 

（５）その他本会の目的達成に必要な事業 

第３章 会員 

 ［会員の任務］ 

第５条 会員は、本会の事業に協力するものとする。 

［会員］ 

第６条 会員は、次のとおりとする。 

（１）名誉会員：本会に顕著な功績のあった者で、別に定める細則による幹事の推薦により常任幹事会および幹事会の       議

決を経て総会の承認を得た者 

（２）正会員：本会の目的に賛同し、所定の手続を経て入会申請し、常任幹事会の承認を受けた者 

（３）施設会員：本会の目的に賛同し、所定の手続を経て入会申請し、常任幹事会の承認を受けた団体 

（４）賛助会員：本会の目的に賛同し、これを援助する団体で、常任幹事会の承認を受けた者 

第７条 会員は、退会または転居するときにはすみやかに事務局に通知しなければならない。 

［会費］ 

第８条 会員は、毎年所定の年会費を支払わなければならない。 

［会員資格の喪失］ 

第９条 会員は、次の各号のいずれかに該当した場合に会員の資格を喪失する。 

（１）退会の手統きを完了した時 

（２）会費を３年以上納めなかった時 

（３）死亡した時 

（４）除名された時 

［除名］ 

第 10 条 本会の会則に違反し、又は本会の名誉を著しく損った者は、常任幹事会ならびに幹事会の議決を経て代表幹事が 

 これを除名する。 

第４章 役員 

［役員］ 

 

第１１条 本会には次の役員をおく。 

（１）常任幹事：９名以上１２名以内 

（２）監事：２名以内 
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２．役員の任期は、選任された幹事会の翌日から、３年後の幹事会終了の日までとする。 

３．会員の資格を失った役員は、役員の資格を失う。 

［常任幹事、代表幹事］ 

第１２条 常任幹事は幹事会において幹事の中から選出し、代表幹事は常任幹事会で常任幹事の中から選出する。 

２．代表幹事は、本会を代表し、本会の会務を総括する。 

３．代表幹事の任期は、３年とし再任は妨げない。 

４．代表幹事に事故あるときは、最年長の常任幹事がその職務を代行する。 

５．常任幹事は、常任幹事会を構成し、会則にしたがって会務を執行する。 

［監事］ 

第１３条 監事は幹事会において幹事の中から選出し、本会の会計および会務執行を監査する。 

［学術集会会長］ 

第１４条 学術集会会長は、幹事の中から選出し、常任幹事会の議を経て、幹事会で決定される。 

２．学術集会会長の任期は、学術集会終了の翌日から当該学術集会終了の日までとする。 

３．学術集会会長は、学術集会を主宰する。 

４．学術集会会長は、その任期の前後を含めて常任幹事会に出席することができる。 

第５章   幹事 

［幹事］ 

第１５条 幹事は、別に定める規定により、会員の中から選出する。 

２．幹事は、幹事会を組織し、会則にしたがって重要事項を審議する。 

３．幹事総数は、全会員の１０％程度とする。 

４．任期は３年毎に行われる再任審査の前日までとし、再任を妨げない。 

第６章   会議および委員会 

［総会］ 

第１６条 総会は、次の各号にしたがって開催する。 

（１）総会は、正会員と施設会員の代表者をもって構成する。 

（２）代表幹事は、原則として年１回の総会を招集し、本条第３項の承認をはかり、常任幹事会ならびに幹事会の決定事項       

を報告する。 

（３）次の事項は総会の承認を要する。 

ア 収支決算 

イ 本会の解散 

ウ その他、幹事会において必要と認めた事項 

（４）総会の議長は、学術集会会長とする。 

（５）総会における議事は、総会出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 

［常任幹事会］ 

第１７条 常任幹事会は、次の各号にしたがって開催する。 

（１）代表幹事は、必要に応じて常任幹事会を招集し、その議長になる、 

（２）代表幹事は、常任幹事の２分の１以上または監事の請求があるときは常任幹事会を招集しなければならない。 

（３）常任幹事会は、常任幹事現在数の３分の２以上が出席しなければ議事を行い、議決することができない。 

ただし、当該議事について、あらかじめ文書によって意志を表示した者は、これを出席者とみなすことができる。 

［幹事会］ 

第１８条 幹事会は、次の各号にしたがって開催する。 

（１）学術集会時の定期幹事会は、会長が招集し、その議長になる。 

（２）代表幹事は、幹事の２分の１以上または監事の請求があるときは幹事会を招集しなければならない。 
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（３）幹事会の成立には委任状を含めて幹事の２分の１以上の出席を要し、議事の決定は出席幹事の過半数をもって決し、       

可否同数のときは議長の決するところによる。 

（４）幹事会は、次の事項について審議する。 

ア 事業計画および収支予算 

イ   事業報告および収支決算 

ウ 会則の変更ならびに本会の解散 

エ 委員会の設置および解散 

オ その他、常任幹事会において必要と認めた事項 

（５）名誉会員は、幹事会に出席して意見を述べることができる。 

第１９条 すべての会議の議事録は、議長が作成し署名してこれを事務局に保管する。 

［学術集会］ 

第２０条 学術集会は年２回の定例集会のほか、時宜に応じてこれを開催することができる。 

［委員会］ 

第２１条 本会には、その事業の円滑な実施をはかるため、次の各号にしたがって委員会を設置することができる。 

（１）委員会の設置および解散は、幹事会の議決による。 

（２）委員会の委員長および委員は代表幹事が委嘱する。 

（３）委員の任期は、特に定めない。 

第７章 看護部会、救急隊員部会、メディカルスタッフ部会 

［看護部会、救急隊員部会、メディカルスタッフ部会］  

第２２条 本会に、第２章に掲げる目的を達成するため、看護部会、救急隊員部会、メディカルスタッフ部会を置く。 

第２３条 各部会は、それぞれ本会会員の看護師、救急隊員、メディカルスタッフをもって組織する。 

第２４条 各部会は、毎年２回以上開催するものとする。 

第２５条 各部会は、会則第２章に則り、それぞれの会則等を規定することができる。 

第８章 会計 

［経費］  

第２６条 本会の経費は年会費、各種補助金、寄付金およぴ事業に伴う収入をもってこれにあてる。 

第２７条 既に納入された会費は、正当な理由がなければ返還しない。 

 ［会計年度］ 

第２８条 本会の収支決算は、毎会計年度終了後に代表幹事が作成し、幹事会および総会の承認を受けなければならない。  

第２９条  本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終る。 

第９章   補則 

［会則の変更］ 

第３０条 本会の会則は、常任幹事会および幹事会の議決を経なければ、改正することができない。 

第３１条 本会の会則施行に必要な細則は、常任幹事会の議決を経て別に定める。  

付 則 

この会則は、昭和５０年９月１７日から施行する。 

この改正は、昭和５２年９月１９日から施行する。 

この改正は、昭和５６年９月  ４日から施行する。 

この改正は、平成１１年７月１０日から施行する。 

この改正は、令和元年７月２０日から施行する。 
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近畿救急医学研究会会則施行細則 

 

第１章 幹事の選出 

第１条 幹事の選出は、本会会則によるほかはこの細則に従い、幹事会の審査によって行う。 

第２条 幹事になるため審査を受けようとする者は、定期幹事会の１０日前までに幹事による推薦状と履歴書を

本会事務局に提出するものとする。 

第３条 幹事の選出は、幹事会毎にこれを行う。 

第４条 幹事の再任は、３年毎にこれを行う。 

第５条 再任を含めて幹事候補者が具備すべき資格条件は、次のとおりである。 

（１）ひきつづき３年以上本会会員であり、かつ会費を完納していること 

（２）最近３年間に救急医学に関する充分な業績のあること 

（３）幹事の推薦があること 

（４）正当な理由なくして連続３年間にわたり幹事会を欠席した者は、次期の審査を受ける資格を喪失する。 

第６条 幹事の選出に関して疑義が生じたときは、常任幹事会の審議・決定に従うものとする。 

 

第２章 常任幹事および監事の選任 

第７条 常任幹事および監事の選出は、本会会則によるほかは、この細則によって行う。 

第８条 常任幹事は看護部会、救急隊員部会の代表、および事務局担当幹事を含むものとする。 

第９条 幹事は、他の幹事を被推薦者の承諾を得て、常任幹事・監事の候補者として推薦することができる。 

第 10 条 役員に欠損が生じたときは、補欠選出を行うことができる。 

２．補欠選出による常任幹事の任期は、前任常任幹事の任期残余期間とする。 

 

第３章 名誉会員の推薦 

第 11 条 名誉会員を推薦するときは、幹事による推薦書および被推薦者の履歴書を定例幹事会の１０日前まで

に事務局に提出するものとする。 

第 12 条 名誉会員の推薦基準は、次の各号のいずれかに該当する６５歳以上の者とする。 

（１）本学会常任幹事、監事などを務め、本会の進歩発展に寄与した者 

（２）近畿救急医学研究会学術集会会長経験者 

（３）近畿救急医学研究会世話人経験者 

（４）その他、本会の進歩発展に著しく貢献した者 

 

第４章 会費 

第 13 条 本会の会費年額は次のとおりとする。 

（１）会費 

ア  正 会員  医師     2,000 円 

医師以外     1,000 円 

イ 施 設 会員      10,000 円 

ウ 賛 助 会員    一口 30,000 円   

（２）名誉会員は会費の納入を要しない。 

  

第５章   細則の変更 

第 14 条 この細則の改正は、常任幹事会の議決を経て幹事会に報告しなければならない。 
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付 則 

この細則は、平成１１年７月ｌ０日から施行する。  

この改正は、平成１４年７月６日から施行する。 

施設会員のうち、消防本部の会費年額は当面５、０００円とする。 

 

 


